
を支える

ご利用料金

お気軽にご相談下さい！！

①～④については、月額料金となります。
⑤については、加算Ⅰは認知症日常生活自立度Ⅲ以上の方、加算Ⅱは要介護2で日常生活自立度Ⅱの方が対象者となります。
※若年性認知症利用者受入加算について65歳未満の方で対象者のみ別途加算されることとなります。（800単位）
⑥初期加算は登録日より３０日です。
⑦訪問看護が必要な方への体制加算となります。
⑧厚生労働大臣が定める区分に応じて加算の対象者となります。
⑨厚生労働大臣が定める状態にある者に対してサービスを提供した場合に加算の対象となります。
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